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鳥飼事業所における「自宅待機」に関する緊急申し入れ

５月10日、鳥飼事業所において「緊急事態宣言に関する対応について」と

題する掲示が掲出された。

掲示は、５月６日からの臨時列車運休により、業務量の大幅な減少が見込

まれるため、「自宅待機」を指示するという内容である。

掲示には、業務上の必要性により、自宅待機を命じた日に、出勤を指示す

ることがあることと、自宅待機中の課題については、前回同様の取り扱いと

することが掲載されている。

「自宅待機」は休業として雇用調整助成金を受給している。従って、休業

である「自宅待機」に、出勤を指示することができない。谷岡鳥飼事業所副

所長も「就労の義務はない」と明言している。また、休業である「自宅待機」

に、業務指示によって課題を課して提出させることはできない。

よって、以下のとおり申し入れるので早急に団体交渉を開催すること、

記

１．鳥飼事業所において、休業である「自宅待機」に出勤を指示するとした

り、課題提出を指示している。休業である「自宅待機」に業務指示がだせ

ないにもかかわらず、何を根拠に業務指示をだしているのか明らかにする

こと。

２．鳥飼事業所において、休業である「自宅待機」に出勤と課題提出の業務

指示はだせないにもかかわらず業務指示をだしている。よって、出勤と課

題提出の業務指示を撤回し、自宅での拘束と課題を課して提出を強要する

ことはやめること。また、休業である「自宅待機」に業務指示をだしたこ

とについて謝罪すること。

３．鳥飼事業所の交検パートに「自宅待機」および「勤務免除」を実施する

こと。
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